
熊本県来年度当初予算に対する要望書
【重点的な要望項目】

一般社団法人熊本県歯科医師会 熊本県歯科医師連盟 平成３0年１１月

１．歯科衛生士養成修学資金貸与制度の創設

【要望】

◎不足する歯科衛生士の教育・養成のための修学資金貸与制度の創設

【背景】

・歯科医院、病院、高齢者施設からの歯科衛生士求人倍率は約10倍と非常に高い

・県内養成機関の3校（熊本市に専門学校2校、玉名市に大学１校）は定員を割り込んでいる

・歯科医院、病院、施設、在宅における歯科衛生士の役割は地域包括ケアシステム構築に不可欠

・地理的問題、経済的理由から歯科衛生士養成校への入学を断念していた学生の夢を叶えるため

【要望】

◎教育環境・教育内容の変化、災害への対応のためには校舎増築が必要不可欠

【背景】

・平成３１年度からの男性学生の募集開始に伴い、男性用更衣室、男性用トイレの追加が必要

・超高齢化社会に対応でき、医科歯科連携に順応力のある歯科衛生士の育成を目指す

・在校生及び卒業生による災害時の口腔医療保健支援活動を率先し実践することが可能

・新設研修室は、大規模災害時の近隣住民の一時避難場所としての機能を備えることも可能

・増築予定の１階には、災害支援物資備蓄庫も併設の予定

２．熊本歯科衛生士専門学院校舎増築費用の助成


